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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年1。肩東･蓮報ア

表1 罪名別の新受人員の推移

(注) l 延べ人員である。

2 受理後の罰条の変更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず，同事件に該当しなくなったものは含む．

3 1通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴さ‘れた場合は，法定刑の最も重い罪名に計_こした。

4未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む．

5 『 （準）強制わいせつ致死傷」は，監護者わいせつ致死陽を含む，

6 「 （準）強制性交等致死傷」は，監護者性交等致死傷及び平成29年法律第72号による改藤前の‘(準）強姦致死傷を含む。

7 「強盗，強制性交等lは， 平成29年法龍第72号による改正前の強盗強姦を含む。

8 『危険運掻致死jは，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の迩転により人を死傷させる行為等

の処罰に関する法律2条に規定する罪である。

9 「銃刀法jは，職砲刀剣類所持等取締法jの略である。

IO 「組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である。

ll 「麻薬特例法jは， 「国際的な協力の~トに規制葉物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精

神蕊取締法等の特例等に関す．る法律」の略である。

l2 「麻薬取締法」は， 「麻薬及び向緋II薬取締法jの略である。

l3溌判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支祁に起訴された人員を除く。

l4速報値である。

－1－

累計 平成21年 平成22年 |平成23年
｜

平成24年|平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
l

q

l

平成29年|平成30年
令和元年
(10月末）

総数
■ ヰ 込め 0→→今中 + 一 一凸

強盗致傷
毎石． －=～十勺●一昔申令一〆伊己－－ｰ←－●苧云■ ､菅 ｡~■ 。r◆

殺人
~◇－～■－ 凸一『一口由■F･ ■一 ■－－一一＝~デーマ◇ 1 一一 ◇ F Tヘ ■里

現住建造物等放火
一一二 ■ 凸 ▲＝～ F ■空

覚せい剤取締法違反
ｰ一､～■ ■－も一己－－一ケ－－句告一ゥ旬一 一二=■

傷害致死
宇く り一■っ■一四一一｡■●ずﾏ凸面一卓令一■｡ △司一コザ 甲 ｡ﾜも一Pー里▽D ･庫

(準)強制わいせつ致死傷
一一一一一・－一一

(準)強制性交等致死傷
～一一一今一 ｡ご一 L o 』一今●

強盗,強制性交等

14,623

沁
一
舶
一
猟

３
《
２
｝
４

１
－
３
－
１

－

-ウー寺

1,291
､ ‐■ ｡■里 一合－4~古→－

1,241

1,123

1,007

●ず← q■

511

1,196

295
－空－9妙▽●ﾅ ｡ 守診4－－●一一一

270
←＝F一一■＝も q -争 寺両一一子守負

98

90
①一一可 ターー､宅 令一一匹一一

70
守 勺一 " ＝■ . 句角 ＝ﾛ亀一手凸彗､ ﾛ

調
一
鯛
一
団

一一

1,797

468

■
■
ｚ
■
■
■
■
■
■
凸
４
６
●
⑧
７
０
６
■
Ｐ
Ｄ
Ｉ
■
ｄ
ｐ
ｄ
Ｄ
■
０
■
■
ロ
守
口
■
■

1,785
■ 6 ● ■ 内 一L 台■

色

司〃 －記 '.←."､聿雫写一十・．‐ －．

411

．
１
－
７
３
》
９
｛
５
－
７

－
訂
一
肥
Ⅳ
一
陥
一
Ⅷ
一
昭
一

十
１
１
１
１
●
！
‐
１
１
：
．
．
‐
！
．
●
●
１
１
一
．
‐
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｉ
！
‘
ｉ
膠
Ｉ
ｉ
．
●
，
，

一
〈
Ⅱ
Ｕ
一
〈
ｕ
Ｊ
」
《
咽
、
Ｕ
一
■
■
日
且
弛
Ｐ
ｎ
Ｕ
』
Ｇ
１
０
●

一
Ⅱ

年
Ｐ
尾
口
〕
一
門
〃
ｆ
Ｏ
一
戸
●
晦
訓
】
託
○
列
『
△
謡
一
、
叩
凹
》

一
、
迎
皿
〕
一
勺
０
．
Ⅱ
ム
今
ｄ
Ⅱ
Ⅱ
星
一
．
０
９
兵
担
ぐ
■
■
ユ

ご

↑
》

一一一一一－一一一q

99

二

■

甲

●

ｈ

ｊ

I 83

開
組
一
冊
一
弧
一
閃
一
拓
一
調
且
創
一
師

寄

４
３
－
３
》
ｌ
１
－
１
》
ｌ
《
１
，

１割
刎
一
郷
一
叫
鵬
サ
＃
一
卿
釧

ｑ

ｌ

’

1,3331 1卯
・ ‘ ・ ‐1=…－． 『 ' ~

290i 224
や÷・幸･‘ ・‘,●・ 一一・ ，q－e‐、寺一→－．一一一÷官々ヴタ･ ら‐一一

’ 303 1 255
－－－－－－－－』_－－－－－－．

162 124

‘8 1 ‘『

1,393 i

3罰’

三二垂’
136 1

函’
103107131

lll { 115
･ 』 ‘ ウー 。。一一一－

1041 75
－. …;-..-..-．－－－－．

341 20

'一一Cq→ヰヴら＝阜杢や卓…P寸葺己G B凸

－●

一一－一

１
１
１

131

91
ヶ旬卓舍ー－0一一一缶

36

901，0
一一‐一一ヶ一

０
↑
Ｇ
０
‐
１
０
７
９
画
，
ｊ
▼
８
７
９
▽
１
。
，
今
↓
４
０
ａ
１

1,122
空もウーL一 守ら－

253 281
一早宇ローﾛｩ少ｰｰｰ.-ヶ←■～一一勺－．号一一一一一一

『

250
１
Ｐ
Ｊ
ｉ
ｊ
ｆ

278
一－--- ---争 一一一一一

！

115
I

’
105

102 96

､一式 .令争一r 望 争 ﾏ d p-

961
1
一

90
－■や－－ｩ一一一

65

82

104

47

21 24

908
P寺 ■ も正午r ﾛ ザ, ■雨

156
－－守一・◆oや－ヶ

213
巳一一一曲一一○‐一■一

79
-■ 匂 わ＝ ら

213

60
■－－ゅ〃『閑f･ P 『 全守口 ロ啓一 C O

62

卓一

44

や一17

強盗致死(強盗殺人）

偽造通貨行使

危険運転致死
一｡－－

通貨偽造
一心一一一一一一一一” 一一■ 』 －－1晶画 一一 争一■寺、 ■タ 生

銃刀法違反
一一一一一一一→一P→－－－●

保護責任者遺棄致死
－－今

集団(準)強姦致死傷

逮捕監禁致死
－争舎 ■一一｡一一→ 凸争一凸一一一一一一+ ▲ ｡－● 一二 や ←

組織的犯罪処罰法違反

麻薬特例法違反
■ー 戸争

１
－や

爆発物取締罰則違反
一－－－－口も一一一マー÷r ､ 『 =一口←

身の代金拐取
0●ご'』←r･rcq◆－－一 ー冬一一一ぃ

麻蕊取締法違反
一●■ ■一封や一T■ 皇旬一一一 口 . --, ﾛ ●" ﾏ ｰ

拐取者身の代金取得等
一

その他

ー

349

一
・
剛
一
姻

卿
一
洲

一己－－ キ■一一デー一ｰ■言

80
■－－一狸 ■ ｡

79

63
一 』 今｡ 一一一▲－

55

30

17

11
P▼一・－ b ▽ L① ■夕争 F■ 凸｡

9
｡ , 凸 , 苧一 *ゅ

6
■一~ー

45

51 43 37 37 37

34
口今一一声一一$ 旬

13

14
ー匹～→司 画争一二→←｡一一

13
ー三一一三一+一叩一≠■ 0＝

7
－心一

13

30

ざ
Ｕ
・
ひ
●
。
《
■
■
■
伊
■
０
■
■
■
■

60

.~一一.一一~…(.一一~~．~ー”

.17 1 20
－．．－．－－－．－1_"－．－－.….､ 、－

18 1 20
－－ …_一一. '－－.=.…一一．…

51 3
一一一や．‐ .‐一一・壱~一一千一 一 ” .｡ー ‐･一・→･－＝‐・

’’ 1，
一~一→『－一一‐

2 1 17
1

34
一一一

一

一

27
－

19
一一一一一ケタ一一一一つ･÷T一二一ヶ一壱李宇一画･少｡－．一一一

4

4

蚫
一
別
一
Ⅳ
一
ｍ

●
一

〒
ｑ
’
４
，
‐
ｆ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｕ
Ｉ
０
岸
’
１
‐
１
．
１
１
１
１
●
‐
‐
△
’
０
０
１
１
０
‐
‘
Ｉ
‐
↓
ｉ
１
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

－～＝"一､一亭､一一一一一『一一一宮一一一一－－"一手

ゆ一昼一

4
－

6

’
I

5

9

４
－
３

一一一ーー

1
や－

2

1
ざ ﾏ Fザ可軋.

2

一
」
１

茜
に
汀

１
も
４
０
０
．
寺
１
９
１
１
一
一
■
。
’
１
９
凸
〃
ｐ
Ⅱ
１
ヴ

●
■
Ⅱ
▲
一
一

Ｄ
８
Ｊ
Ｉ
１
Ｉ
１
１
ｊ
ｌ
ｌ
↑
‐
，
，
４
，
３
４

句
Ⅱ
Ⅱ
▲
一
一

２
－

－１Ｆ１１１日０Ｆ‐■ザｉ■巳‐‐？！‐，１，●！‐！‐．●》’９↑１１０■１１６‐０４０町０分‐；・▲。”‐ｊｑｄｉＯ０』口，！■７‐。‐●１０り７１＄７１日！ｉ１ｆｌｌ

昭
一
５
－
５
《
￥
？
Ⅷ
￥
３
｛
《
３

１
“
一
；
ｉ
暁
’
一
「
ｌ
山
Ｉ
雪
ｉ
・
剛
！
》
…
刊
’
ｉ
１
１
雫
１
１
，
１
１
１

勺
■
＆
守
り
上

27 35 22

7

28

6
一一一今デ 凸一

10

一

Ｊ
，
．
●
！
’
‐
‘
‐
●
１
．
．
１
↓
Ｉ
‐
’
●
●
‐
‐
，
’
●
●
●
，
，
‐
，
『
Ｉ
棚
’
’
’
１
‐
‐
‐
‘
，
！
令
１
０
‐
。
ｌ
９
１
Ｉ
４
ｂ
０
ｏ
Ｑ
々
Ｉ
Ｌ

加
一
調
－
８
－
蝿
－

４
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
図
’
０
１
６
や
’
副
０
１
１
１
６
０
‐
０
０
ｉ
‐
Ｉ
Ｕ
１
『
Ｇ
ｆ
も
ｄ
Ⅳ
周
り
‐
６
１
ワ
リ
ｐ
ｂ
。
“
Ｇ
、
↑
；
ｌ
、
。
ザ
’
６
凸
０
４
■
ｇ
Ｊ
１
Ｄ
０
巴
ｒ
Ｄ
６
ｑ

４
－
鯛
－
４
－
加
一

65
勺
』

8i 1
■

一･･ウーー今一一『一一一一七勺－－

1

21 1

t

､

..→ー~十・. ~←－－→－．－一ー‘

18 i l
一
Ｍ

９
卜
■
ｊ
‐
８
Ｊ
■
■
Ｉ
Ｆ
Ｐ
一
タ
ゥ
サ
凸
▼
９
０
口
ザ
９
．
０
ｂ
・
守
６
一
・
‐
，
●
，
‐
，
，
‐
‐
０
６
１
口
■
。
■
０
９

７
《
７
－
３

－
．
’
一

3

－
１
－
３
一
一
一

一
一
一
一

一
｛

１
４

●
４
１
酬
川
叫
引
‐
１
－
↓
！
ｉ
‐
１
，
１
１
１
』
１
１
ｉ
‐
，
‐
‐
Ｉ
ｉ
ｌ
０
劃
０
４
，
０
１
１
６
０
１
。
！
△
５
１
０
１
二
Ⅱ
１
１
１
０
．
０
４
０
口
Ｉ
■
１
０
口
Ⅱ
Ｉ
■
■
Ｉ
Ｕ
ｊ

ｌ
－
２
一
一
一
｜
２
０１

一一－マーー

手
口
』

４
や

一

鎧争毎

０
‐
０
１
■
１
０
８
Ⅱ
９
６
■
■
。
▼
８
冊
０
Ｇ
Ｊ
１
１
８
１
■
ロ
■
０
■
■
巳
８
９
－
口
ｇ
ｒ
ｌ
↓
０
‐
十
，
１
ｆ
宮
▼
！
ｌ
申
９
１
９
６
日
Ｉ
９
０
ｉ
０
Ｉ
Ⅱ
１
０
．
甲
．
９
４
４
甲
ト
ー
１
．
’
７
８
Ｊ

』

一
一
己
皇
■
■
＆
昭
一
一
一
｛
《
桧
’
畦

へ
堂

今・争缶

● O q L O C4■△q一屯辛

口｡ 二一●

182319

声
Ｉ訓

刃
Ｊ
１
川
一
山
一
征
１
１
駝
‐
一
！
伽
‐

2 1
一一－－－－－－－－－－一一一一一一-一一

1 1
..,----….-..-.-.----4..--.－．－､一・----…＝

1

一一一一－－－~一一？.。一‘.ー‐~~一一一一一

一 ー

←－､” やセーマー ター 今 一 －1． 口。．－

１

５

Ｆ

己

■
ザ
レ
心

O ：

２
↑
２

ー

■
一

ー

1
...ーー…』.---.-.

－

一■ F一壱一一●=ー

1

3



裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10貞茉言蓮覇一

表2庁別の新受人員,終局人員及び未済人員の推移
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年1D月末言速報丁一

実人員である。

裁判員裁判に関する事務を剛り扱う支郁以外の支郁に起訴された人員を除く。

訴因変更により裁判員裁判対象事件となった事件は,訴因変更決定日ではなく，起訴日をもって葡受梱の当護箇所に計上した。

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く
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I
裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年1□頁茉･蓮罰

表3罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員及び控訴人員

仏

実人員である。

「その他」は．免訴．公訴楽却，移送（少年法55条による家裁移送を除く。 ）等である。

未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

有罪（一部無罪を含む。 ）の賜合は処断罪名を．無罪．その他の場合は終耐時において当該事件について掲げられている訴因の罪名のうち．裁判員裁判対象事件の罪名
(裁判員裁判対象事件が複数あるときは，法定刑が最も亜いもの）を，それぞれ計上した。

起癖罪名と璽定罪名が墨なる場合や罰条の変更等の場合などにおいては．裁判員裁判対象事件の罪名と異なる罪名で計上されることがある。
禁鯛刑について，刑の一部執行猶予が言い渡された人員はない。

「麻薬特例法」は， 『国隙的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向輸神蕊取締法等の特例等に間する法弾」の略である
「危険迩転致死」は，平成25年法徳閉86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運転により人を死慨させる行為等の処罰に関する法律に規定する.罪である。
「銃刀法」は， 「銃砲刀剣額所持等取締法」の略である。
「組織的犯罪処嗣法」は． 「細繊的な犯罪の処罰及び犯卵収益の規胴等に閏する法撫」の略である。
「麻薬取錦法」は， 「麻薬及び向鯆神薬取締法」の略である。

「海賊行為処罰法」は， 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の略である。

「過失運転致死」は，平成25年法徽第86野による改正前の刑法211条2項及び自勤車の運転により人を死偽させる行為等の処罰に閥する法律に規定する卵である。
「危険運転致傷」は‘ 自動車の趣伝により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定する卵である。
裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

裁判員裁判に関する率滴を取り扱う支部以外の支部に起訴され， 当該支部の管樋区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人貝を除く
速報値である。
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年10月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・

補充裁判員の数の推移

JY I 44.91

DJ△皿、 【｝

(注) 1 1ｲ」は刑事局の集計結果であり，平成29年以降は実際には裁判員侯補者に通ばれない18歳及び19歳の者が含まれる。なお， 】8歳及び19歳の者について
は,名簿調製後直ちに梢除されるため｢ﾊ」には含まれない。

2． 「ﾊ」ないし「ｦ」は延ぺ人員であり，速報値である。

3 「二j及び｢ヘ」には,辞退が認められたもののほか, (1)欠格軸，鵬禁止事由に該当するとして,呼び出さない繩又は呼出取消しがされたものが含まれ,更
に前者には， (2)転居先不明等により裁判員候補者名簿罷載通知等が不到達であったものが含まれる。

4 「卜」には,そもそも呼出状が到達しておらず,現実的には出席を期待し得ない識判員候補者も含まれる。
5 「ﾇ｣には,理由あり不選任決定(競判員法34条4項) ，繩による不選任決定(同法34条7項) ，理由なし不選任雌(同法36条)及び質問なし不選任決定
（同規則35条2項， 3項)がされたものを含み， くじ等による不選任決定(同法37条3項)がされたものは含まない。

6 「ル(a)」のうち，平成21年及び平成22年の人数には, (1)欠椿軸，飢職禁止事由に該当するとして，呼び出さない措置がされたもの, (2)転居先不明等によ
り裁判員候補者名簿紀輔通知等が不到達であったものが含まれる。
7 ′ 「ﾜ」及び『力」は実人員であり，概数である。
8 補充篭判員から裁判員に選任された場合は,重複して計上した。
9 ［･ ］は,判決人員' (累計12,346人,平成21年142X,平成22年1,506人，平成23年1,525人，平成24年1,500人，平成85年1!387人,平成26年1,202人,平成27年1, 182人，
平成28年1, 104人,平成29年966人,平成30¥l,027人,令和元年(平成31年1805人) 1人当たりの平均である。なお,判決人員には少年法55条による家裁移送決定があった
ものを含み,栽判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

－5－

累計 平成21年平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
令和元年

(10月末）
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年10月末･速報）

表5平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2 「公判前整理手続期間の平均（月） 」は，裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により
裁判員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等を除外して算出した。

3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合謹体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
4哉判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5速報値である。

表6公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判
員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等があるため，判決人員は他の表と異なる。
3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が行われずに
公訴棄却判決があったものを含まない。

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。
5 速報値である。

、

－6－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成2件 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
|令和元年

I (10月末）
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年両頁茉･蚕葬而

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2実審理期間は,第1回公判期日から終局（判決宣告）までの期間であり，審理等が行われなかった日や土日祝日を含む。最長のものは207日であり，最
短のものは2日である‘

なお，次の事件は， （1）～（3）の方法により算出した。

(l) 区分審理を行ったものについては,裁判員が参加した審理鮪われた期間の合計を実審剛間とした。

（2） 裁判官のみで第1回公判を開いた後,裁判員裁判対象事件で追鰯があったため裁判員の参加する合畿体で審理されて終局したものについては,裁判員
が参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。

（3） 東日本大震災の瀦等で公判期日が延期され,裁判員が解任されたものについては,改めて選任された裁判員の参加した審理が行われた期間を実審鯏
間とした。

3 開廷回数には,裁判官のみで行われた公判の回数を含む。

4判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合蕊体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
5裁判員怯3条順の除外決定があったものを除く。

6 速報値である。
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累計 平成21年平卿年|平成朗年i平成24年|平成25年|平成鵬 軸27年
I
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年1萌茉･蓮覇

表8平均取調べ証人数の推移（自白否認別）

１
２
３
４
５
６
７

１注Ｉ 裁判員の参加した合総体により審理終局した事件ごとの件数建てである。

証人の数は，相被告人のみの関係で取り調ぺた証人を含む。

双方請求の場合には， 「検察官請或証人数｣及び｢弁霞人側請求証人数」に鼠複して計上した。

｢取調証人実人数」には,職権で取り調ぺた鉦人を含む。

判決件数には少年法55条による家裁移送隣定があったものを含み,裁判員が参加する合謝体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

裁判員怯3条1項の除外決定があったものを除く。

概数である。

－8－
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年而肩束･蓮溺

表9平均評議時間の推移（自白否認別）

判決人員は実人員である。

評議時間には,中間評畿に要した時間を含まない。

判決人員には少年法55条による家裁移送快定があったものを含み,裁判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

１
２
３
４
５

ｊ注ぐ

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

速報値である。
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